
（単位：円）

都 道 府 県 名 引上げ額

北 海 道 １,０１０ 〔 960 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

青 森 ９５３ 〔 898 〕 ＋５５ 令和 ６年 １０月 ５ 日

岩 手 ９５２ 〔 893 〕 ＋５９ 令和 ６年 １０月２７ 日

宮 城 ９７３ 〔 923 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

秋 田 ９５１ 〔 897 〕 ＋５４ 令和 ６年 １０月 １ 日

山 形 ９５５ 〔 900 〕 ＋５５ 令和 ６年 １０月１９ 日

福 島 ９５５ 〔 900 〕 ＋５５ 令和 ６年 １０月 ５ 日

茨 城 １,００５ 〔 953 〕 ＋５２ 令和 ６年 １０月 １ 日

栃 木 １,００４ 〔 954 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

群 馬 ９８５ 〔 935 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 ４ 日

埼 玉 １,０７８ 〔1,028〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

千 葉 １,０７６ 〔1,026〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

東 京 １,１６３ 〔1,113〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

神 奈 川 １,１６２ 〔1,112〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

新 潟 ９８５ 〔 931 〕 ＋５４ 令和 ６年 １０月 １ 日

富 山 ９９８ 〔 948 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月　１ 日

石 川 ９８４ 〔 933 〕 ＋５１ 令和 ６年 １０月 ５ 日

福 井 ９８４ 〔 931 〕 ＋５３ 令和 ６年 １０月 ５ 日

山 梨 ９８８ 〔 938 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

長 野 ９９８ 〔 948 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

岐 阜 １,００１ 〔 950 〕 ＋５１ 令和 ６年 １０月　１ 日

静 岡 １,０３４ 〔 984 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

愛 知 １,０７７ 〔1,027〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月　１ 日

三 重 １,０２３ 〔 973 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月　１ 日

滋 賀 １,０１７ 〔 967 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

京 都 １,０５８ 〔1,008〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

大 阪 １,１１４ 〔1,064〕 ＋５０ 令和 ６年１０月 １ 日

兵 庫 １,０５２ 〔1,001〕 ＋５１ 令和 ６年 １０月　１ 日

奈 良 ９８６ 〔 936 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 １ 日

和 歌 山 ９８０ 〔 929 〕 ＋５１ 令和 ６年 １０月　１ 日

鳥 取 ９５７ 〔 900 〕 ＋５７ 令和 ６年 １０月 ５ 日

島 根 ９６２ 〔 904 〕 ＋５８ 令和 ６年 １０月１２ 日

岡 山 ９８２ 〔 932 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月 ２ 日

広 島 １,０２０ 〔 970 〕 ＋５０ 令和 ６年 １０月　１ 日

山 口 ９７９ 〔 928 〕 ＋５１ 令和 ６年 １０月 １ 日

徳 島 ９８０ 〔 896 〕 ＋８４ 令和 ６年 １１月 １ 日

香 川 ９７０ 〔 918 〕 ＋５２ 令和 ６年 １０月 ２ 日

愛 媛 ９５６ 〔 897 〕 ＋５９ 令和 ６年 １０月１３ 日

高 知 ９５２ 〔 897 〕 ＋５５ 令和 ６年 １０月 ９ 日

福 岡 ９９２ 〔 941 〕 ＋５１ 令和 ６年 １０月 ５ 日

佐 賀 ９５６ 〔 900 〕 ＋５６ 令和 ６年 １０月１７ 日

長 崎 ９５３ 〔 898 〕 ＋５５ 令和 ６年 １０月１２ 日

熊 本 ９５２ 〔 898 〕 ＋５４ 令和 ６年 １０月 ５ 日

大 分 ９５４ 〔 899 〕 ＋５５ 令和 ６年 １０月 ５ 日

宮 崎 ９５２ 〔 897 〕 ＋５５ 令和 ６年 １０月 ５ 日

鹿 児 島 ９５３ 〔 897 〕 ＋５６ 令和 ６年 １０月 ５ 日

沖 縄 ９５２ 〔 896 〕 ＋５６ 令和 ６年 １０月 ９ 日

（注）　〔　〕内は、改正前の最低賃金額（時間額）

最低賃金額（時間額） 改 正 発 効 日

第27表　令和６年度　地域別最低賃金の改正状況


